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  令和 4 年 5 月 30 日（月） 

行 政 会 議 発 言 要 旨 

 

◎市長あいさつ 

まもなく5 月が終わり、6月は第1四半期を終える月となります。各局区においては、事業の進捗状況を把握

し、目標の達成度を確認してください。目標に達していない場合には、その原因を分析し、課題を整理すること

で、第 2 四半期には目標が達成できるよう事業管理を行ってください。 

さて、これまで 4 区で先行して開設していた「福祉まるごと相談窓口」を 6 月 1 日より全区役所に拡充します。

各局区におかれましては、4 月から開設している「子ども家庭総合支援拠点」とともに、市民のみなさまに対し

積極的な周知・ご案内をお願いします。 

次に、マイナンバーカードにつきましては、デジタル社会の基盤として国民に広く普及させていくことが重要と

なっており、「令和 4 年度末までに、ほぼ国民に行き渡ること」という政府目標の目標年度に入ったことから、更

なる取組が求められています。 

そのような状況の中、6 月 30 日からは最大 2 万円分となるマイナポイント第 2 弾の申込が始まります。本事

業は、キャッシュレス決済の拡大や消費喚起にも資するものであり、本市においてもこれを契機として、国が求

める申請強化期間の 9 月末までに、1 人でも多くの方にカードの申請をいただきたいと考えています。 

それには、まず、職員自身が「隗より始めよ」の精神を持って、マイナンバーカードの取得促進に率先して取

り組んでいただくとともに、市民のカード取得率向上のため、様々な機会を通じてカードの安全性や取得のメリ

ット等、市民・関係企業・団体等への周知に努めるなど、全庁をあげて普及促進に取り組んでいただくようお願

いします。 

本市における新型コロナウイルスの感染状況については、前週を下回る日が増えているものの、いまだ高

い水準にあります。 

ワクチンの接種状況については、3 回目接種を終えた方が 5 月 26 日時点で 60.7％となっています。5 月 25

日からは、3 回目接種から 5 か月以上を経過した方のうち、60 歳以上の方及び 18 歳以上 59 歳以下で基礎疾

患を有する方等に対し、4 回目接種を順次開始したところです。 

また、5月23日に新型コロナウイルス対策の基本的対処方針が改定され、屋内外でマスクを外せる状況など

が明記されました。こうした情報を市民のみなさまへ的確に情報発信するとともに、引き続き国の動向等を注

視していただくようお願いします。 

最後に、明後日から、6月定例会が開会されます。各局区におかれましては、議会に向けた準備を万全にし、

丁寧な説明を心がけ、遺漏のないよう対応をお願いします。 

 

◎報告事項 

〔都市戦略本部〕 

●窓口手続のオンライン化について（デジタル改革推進部） 

令和 4 年 3 月に、各部局がオンライン化に取り組むにあたってのスケジュールや手法を示した、「さいたま市

窓口手続のオンライン化導入方針」を策定し、令和4年度中に新たに1,700手続のオンライン化を図り、累計約

3,000 手続のオンライン化を目指しています。市民の利便性向上と業務効率化のため、引き続き、各部局にお

いて手続のオンライン化に取り組んでください。 

全庁をあげての取組みに当たり、シティスタット基盤に「窓口手続のオンライン化メーター」を作成し、取組状

況の見える化を図りましたので、各局等におけるマネジメントにご活用ください。また、デジタル改革推進部に

おいて、オンライン化に伴う業務フローの見直しを支援するため、民間企業と連携した相談体制を立ち上げま

したので、ご活用ください。 
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〔総務局〕 

●コピー機使用枚数の削減について（総務課） 

コピー機の使用枚数については、令和 2 年 9 月定例会決算特別委員会からの提言を踏まえ、各所属におい

て削減の取組を進めていただいているところです。 

昨年度は、コピー機使用枚数目標値を、本庁は令和元年度比20％、各区役所は令和元年度比10％削減す

ることとし、取組の結果、本庁が 25.9％、各区役所は 15.1％の削減となりました。ご協力ありがとうございまし

た。 

今年度は、この結果を踏まえ、本庁コピー機の使用枚数の目標を令和元年度比で 30％減、各区役所コピー

機の使用枚数の目標を令和元年度比 20％減としましたので、引き続きコピー用紙削減に取り組んでください。 

 

〔保健福祉局〕 

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について（新型コロナウイルスワクチン対策室） 

3 回目接種から 5 か月以上を経過した 60 歳以上の方及び 18 歳以上 59 歳以下で基礎疾患を有する方等を

対象として、5 月 25 日から 4 回目接種を順次実施しています。 

なお、基礎疾患を有する方等の特定が困難であり、また、現時点で対象者でない方も、今後対象となる可能

性があることから、3 回目接種を行った 18 歳以上の全ての方に、接種用クーポン券を 5 月 24 日から順次発送

していますが、18 歳以上 59 歳以下で対象者に該当する方は、電子申請等により申し出を行うことで予約可能

となります。 

今後、4 回目接種に関する問合せが多くなることが想定されますが、区役所等の窓口においては、相談・予

約支援などの対応について、引き続きよろしくお願いします。 

 

◎次回の行政会議 

次回、令和 4 年度第 4 回は、令和 4 年 7 月 4 日（月）午前 10 時です。 

 



令和４年度 第３回 行政会議

令和４年５月３０日（月）

●窓口手続きのオンライン化について

●コピー機使用枚数の削減について

●新型コロナウイルスワクチン接種事業について

【都市戦略本部】窓口手続のオンライン化に
ついて

オンライン化に伴う
業務フローの見直
しについて、デジタ
ル改革推進部で相
談を受け付けてい
ます。

・青色:1,417手続（約24％）がオンライン化済。（5/25現在）
・水色:令和4年度中に累計2,990手続（約51％）がオンライン化予定。
・課所ごと等の詳細や最新の数値はシティスタット基盤で確認可能。

【総務局】コピー機使用枚数の削減について

● 令和２年９月定例会 決算特別委員会での提言

コピー用紙の使用総量に係る削減目標の設定等により、紙の使用量の削減を図る

令和４年度目標
令和元年度比 ３０％減

令和４年度目標
令和元年度比 ２０％減

目安として、職員１人当たり１０枚／日

の削減に御協力をお願いします！

目安として、職員１人当たり６枚／日

の削減に御協力をお願いします！

＜本庁コピー機＞

● 対象者

３回目接種から５か月以上経過した以下のいずれかに該当する方

① ６０歳以上

② １８歳以上５９歳以下で基礎疾患を有する方、その他重症化リスク

が高いと医師が認める方

● 接種時期と接種用クーポン券の発送時期

接種用クーポン券は３回目接種後５か月を経過した１８歳以上の方へ

５月２４日（火）から毎週火曜日に順次発送

新型コロナウイルス
ワクチン接種事業について

【保健福祉局】

◎４回目接種の実施について

４回目接種は５月２５日（水）から順次開始

４回目接種時期

３回目接種を １月 に受けた方 ６月～

２月 に受けた方 ７月～

３月 に受けた方 ８月～

対 象



次回 令和４年度

第４回行政会議

令和４年７月４日（月）

午前１０時００分～


